
 

 

 

 

 

 

 

長野県では、海外への販路開拓を目指す事業者の皆様を支援するため、米国 Amazonの越境ＥＣサ

イトに長野県の特設ページを開設します。ついては、下記のとおり越境ＥＣ事業への参加希望者

向けの事前セミナーを開催しますので、北米での販路開拓を希望する事業者の方は、ぜひお申し

込みください。 

 

１ 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申込方法  

米国 Amazon での越境 EC サイト事業に参加を希望する事業者の方は、事前セミナーに必ず 

ご参加ください。（※セミナーへの参加が、参加申込の必須条件になります） 

セミナー開催日：令和５年８月８日（火）10:30～12:00 

開催方法：オンライン（Teams） 

内容：越境 EC 基礎セミナー、事業概要説明、申込方法など 

セミナー申込方法：別添参加申込書を令和５年８月３日(木)17 時までに下記メールアドレス 

宛に送付してください。 

提出先：shimizu-kikue-r@pref.nagano.lg.jp 担当：長野県営業局 清水宛  

３ その他 

・セミナー終了後に正式な申込を受け付けます。（申込書類や提出方法については、セミナーにて 

説明いたします。） 

・詳細については、別紙資料をご覧ください。 

 

 

 

 

対 象 国 
アメリカ合衆国  

※カナダ、メキシコの扱いについては要相談となります。 

対象 EC サイト 

米国 Amazon サイト 

https://www.amazon.com/stores/page/1D7799D8-

752D-4DE5-96F8-312E01763742 

参 加 者 負 担 金 
無料  

※国内への商品送料等は、事業者負担となります。 

参加募集数 
8 社 ※応募が多数の場合にはセミナー後に提出 

いただく書類にて選考の上、決定します。 

対 象 商 品 

加工食品、飲料、雑貨等（※北米に輸出可能なもの） 

＊食品については、FDA 認証を取得している商品が望ましいです。 

＊賞味期限 6 カ月以上の商品。（冷蔵・冷凍商品不可） 

＊NG 商品：酒類、販売単価 1 万円以上の製品 等 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース  令和５年（2023 年）７月 20 日 

令和５年度越境ＥＣ事業（北米） 

米国Amazonでの越境EC事業への参加希望者を募集します！ 

（問合せ先） 
産業労働部 営業局 販売流通促進担当 

（担当）山口、清水 
電 話    026-235-7248（直通） 
E-mail  eigyo@pref.nagano.lg.jp 

Nagano Prefecture Global Website  www.nagano-brand.net 

特設ページのイメージ 

※米国の食品の輸入規制については、右記をご参考にしてください https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/foods/exportguide/ 

 


